
 

 

ＳＴＡＣＹの起動前点検対象設備の見直しについて 

 

令和４年８月 10日 

原子力科学研究所 

臨界ホット試験技術部 

 

１．概 要 

 保安規定変更認可申請書（令和４年４月 26日付け令 04原機（科保 042）で申請）におい

て、ＳＴＡＣＹの運転開始前の措置として実施する点検（以下「起動前点検」という。）につ

いて、その起動前点検対象設備の一部を見直したいと考えている。 

 

２．見直しの内容 

 運転開始前の措置（第 18条）に係る「原子炉起動時に正常な状態であることを確認す

べき施設・設備（別表第８）」において、別紙１のとおり「気体廃棄物処理設備」の記載

を削除する。 

 

３．見直しの理由 

 気体廃棄物処理設備は、現行の原子炉設置許可申請書において「溶液系ＳＴＡＣＹ施設」

（＊1）に区分しており、ＳＴＡＣＹ更新炉を運転するために必要な設備ではないため。 

 

＊1：「溶液系ＳＴＡＣＹ施設」とは、溶液系ＳＴＡＣＹで使用した燃料等の貯蔵等を行う 

施設から成る原子炉施設をいう。 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定 第１１編（ＳＴＡＣＹの管理） 補正前後の比較表（青字下線：補正箇所） 

補正前 補正後 備考 

第５節 運転 

（運転開始前の措置） 

第18条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、

別表第８に掲げる設備について、それぞれ点検を行い、正常な状態であることを確認しな

ければならない。 

２ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同一運転日において、計画停止した原子炉の運

転を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを

確認しなければならない。 

３ 工務第１課長は、第１項及び第２項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報しなければ

ならない。 

 

別表第８ 原子炉起動時に正常な状態であることを確認すべき施設・設備（第 18条関係） 

 

 

 

施   設 設   備 

本体施設 

原子炉本体 炉心タンク 

計測制御系統施設 

中性子計測設備 

制御設備 

安全保護回路 

気体廃棄施設 気体廃棄物処理設備 

特定施設 

受変電設備 

非常用電源設備 

気体廃棄設備 

液体廃棄設備 

圧縮空気設備 

第５節 運転 

（運転開始前の措置） 

第18条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、

別表第８に掲げる設備について、それぞれ点検を行い、正常な状態であることを確認しな

ければならない。 

２ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同一運転日において、計画停止した原子炉の運

転を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを

確認しなければならない。 

３ 工務第１課長は、第１項及び第２項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報しなければ

ならない。 

 

別表第８ 原子炉起動時に正常な状態であることを確認すべき施設・設備（第 18条関係） 

 

 

施   設 設   備 

本体施設 

原子炉本体 炉心タンク 

計測制御系統施設 

中性子計測設備 

制御設備 

安全保護回路 

特定施設 

受変電設備 

非常用電源設備 

気体廃棄設備 

液体廃棄設備 

圧縮空気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物処理設

備は、ＳＴＡＣＹ更

新炉の運転に供し

ないため削除 
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（参考） 

【現行の原子炉設置変更許可申請書/本文/申請書添付参考図】 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

気体廃棄物処理設備は、現行の原子炉 

設置変更許可申請書において、「溶液系

STACY施設」に区分しており、STACY更

新炉の運転に供する設備ではない。 
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ＳＴＡＣＹ更新前後における原子炉設置変更許可申請書の比較（赤字下線：気体廃棄物処理設備に係る記載） 

原子炉設置変更許可申請書（STACY更新前） 原子炉設置変更許可申請書（STACY更新後） 備  考 

【添付書類八】 

７. 放射性廃棄物廃棄施設 

7.1 概 要 

（中略） 

(1) 気体廃棄物廃棄施設 

 気体廃棄物廃棄施設は、槽ベント設備Ａ、槽ベント設備Ｂ、槽ベント設備Ｃ、槽ベント設

備Ｄ及び気体廃棄物処理設備並びに排気筒から構成する。 

 ＳＴＡＣＹ、ＴＲＡＣＹ、核燃料物質取扱設備、貯蔵設備等から発生する気体廃棄物は、

槽ベント設備Ａ、槽ベント設備Ｂ、槽ベント設備Ｃにおいて、短半減期核種の減衰等の処理

を行い、気体廃棄物処理設備で粒子状放射性物質の捕集及び放射性よう素の吸着処理を行っ

た後、また、液体廃棄物廃棄設備から発生する気体廃棄物は槽ベント設備Ｄにおいて、粒子

状放射性物質を捕集した後、放射能濃度を監視しながら排気筒より放出する。 

 

 

【添付書類八】 

７. 放射性廃棄物廃棄施設 

7.1 概 要 

（中略） 

(1) 気体廃棄物廃棄施設 

 気体廃棄物廃棄施設は、槽ベント設備Ｂ、槽ベント設備Ｄ及び気体廃棄物処理設備並び

に排気筒から構成する。 

 溶液系ＳＴＡＣＹ施設から発生する気体廃棄物については、気体廃棄物処理設備で粒子

状放射性物質の捕集を行った後、また、液体廃棄物廃棄設備から発生する気体廃棄物につ

いては、槽ベント設備Ｄにおいて粒子状放射性物質を捕集した後、放射能濃度を監視しな

がら排気筒より放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACY更新後の気体廃棄

物処理設備は、溶液系

STACY施設から発生する

気体廃棄物を処理する設

備であり、STACY更新炉

の運転には供しない。 

（参考） 
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